
1 
 

 
「令和４年度新宿御苑ワーキングスペース新築工事」の質問への回答 

 
 

 質     問 回     答 
１ 工期において、資材等調達納期が間に合わ

ない場合は、工期延長は可能でしょうか。 
 

本工事では基本的に工期延長はできま

せん。 
ただし、工事着手後に不測の事態により

資材等調達納期の遅延が発生した場合

には、工期延長が認められる可能性があ

ります。 
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